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議案第３号 

 

常総市長等の給与及び旅費の特例に関する条例の一部を改正する条

例について 

 

常総市長等の給与及び旅費の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定めたいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１

号の規定により議会の議決を求める。 

 

令和５年６月１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，平成１５年度から継続して実施している市長等特別職の給料等の減額

措置について，今年度末をもって廃止するとともに，改めて市長の給料に係る減

額措置を講ずることに伴い，所要の改正を行うため，これを提出する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市長等の給与及び旅費の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 

常総市長等の給与及び旅費の特例に関する条例（平成１５年水海道市条例第３

号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

常総市長の給料の額の特例に関する条例 

第２条から第４条までを削る。 

第１条中「平成２８年８月３日」を「令和６年４月１日」に，「令和６年８月

２日」を「同年８月２日」に改め，同条を第２条とし，同条の前に次の１条を加

える。 

（目的） 

第１条 この条例は，市長の給料月額を時限的に減ずる特例措置を講ずるととも

に，これにより生ずる財源をもって，職員の研修，健康管理等に係る施策を実

施することにより，職員の資質，教養及び福祉の向上を図り，もって市民サー

ビスの向上に資することを目的とする。 

附則第２項中「令和７年９月３０日」を「令和６年８月２日」に改める。 

附 則 

この条例は，令和６年４月１日から施行する。 
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議案第４号 

 

常総市税条例の一部を改正する条例について 

 

常総市税条例の一部を改正する条例を次のように定めたいので，地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求

める。 

 

令和５年６月１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，地方税法の改正に伴い，森林環境税の賦課徴収及び特定小型原動機付

自転車の種別割に係る規定の整備その他所要の改正を行うため，これを提出す

る。 
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常総市条例第 号 

 

常総市税条例の一部を改正する条例 

 

常総市税条例（昭和３３年水海道市条例第１３号）の一部を次のように改正す

る。 

第３５条の２第２項中「又は」の次に「当該控除することができなかった金額

のうち法第３１４条の９第２項後段に規定する還付をすべき金額により」を加え，

「の同項の」を「の前項の」に，「若しくは市民税に充当し」を「，個人の市民

税若しくは森林環境税を納付し，若しくは納入し」に，「に充当する」を「を納

付し，若しくは納入する」に改める。 

第３７条の３の２第５項中「第３項」を「第４項」に改め，同項を同条第６項

とし，同条第４項中「第２項」を「第３項」に改め，同項を同条第５項とし，同

条第３項中「前２項」を「第１項及び前項」に改め，同項を同条第４項とし，同

条第２項中「前項」を「第１項」に改め，同項を同条第３項とし，同条第１項の

次に次の１項を加える。 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払者を経

由して提出する場合において，当該申告書に記載すべき事項がその年の前年に

おいて当該給与支払者を経由して提出した前項又は法第３１７条の３の２第１

項の規定による申告書（その者が当該前年の中途において次項の規定による申

告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には，当該前年の最後に提出し

た同項の規定による申告書）に記載した事項と異動がないときは，給与所得者

は，施行規則で定めるところにより，前項又は法第３１７条の３の２第１項の

規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第

３１７条の３の２第１項の規定による申告書を提出することができる。 

第３９条の見出し中「方法」を「方法等」に改め，同条第１項中「によって」

を「により」に改め，同条に次の１項を加える。 

３ 森林環境税は，当該個人の市民税の均等割を賦課し，及び徴収する場合に併

せて賦課し，及び徴収する。 

第４２条中「及び県民税額」を「，個人の県民税額及び森林環境税額」に，

「によって」を「により」に改める。 

第４５条第１項中「によって」を「により」に，「においては」を「には」に

改め，「均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。
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次項及び第５項において同じ。）」を加え，同条第２項中「においては」を「に

は」に，「によって」を「により」に改め，同条第３項，第５項及び第６項中

「によって」を「により」に改める。 

第４８条第１項中「によって」を「により」に，「においては」を「には」に

改め，同条第２項中「通知によって」を「通知により」に，「第１７条の２の規

定によって」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過

誤納金とみなして，同条第３項，第６項及び第７項の規定を適用することができ

るものとし，当該市町村徴収金関係過誤納金により」に，「に充当する」を「を

納付し，又は納入することを委託したものとみなす」に改める。 

第４８条の２第１項中「によって徴収することが」を「により徴収すること

が」に，「においては」を「には」に改め，「及び均等割額」の次に「（これと

併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第４８条の５におい

て同じ。）」を加え，「によって徴収する場合」を「により徴収する場合」に，

「によって徴収する。」を「により徴収する。」に改め，同項第２号中「によっ

て」を「により」に改め，同条第２項中「によって」を「により」に改める。 

第４８条の６第１項中「によって」を「により」に，「においては」を「に

は」に改め，同条第２項中「方法によって」を「方法により」に，「第１７条の

２の規定によって」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金

関係過誤納金とみなして，同条第３項，第６項及び第７項の規定を適用すること

ができるものとし，当該市町村徴収金関係過誤納金により」に，「に充当する」

を「を納付し，又は納入することを委託したものとみなす」に改める。 

第８３条第１号エ中「及び側面」を「，側面」に改め，「３輪のもの」の次に

「及び道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第１条第１項第

１３号の６に規定する特定小型原動機付自転車」を加える。 

附則第１２条の４第４項及び第１３条の２第３項中「１００分の１０」を「１

００分の３５」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める日から施

行する。 

(1) 第８３条第１号の改正規定及び附則第３条第１項の規定 令和５年７月１

日 

(2) 第３５条の２第２項，第３９条の見出し及び同条第１項の改正規定，同条
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に１項を加える改正規定並びに第４２条，第４５条，第４８条，第４８条の

２及び第４８条の６の改正規定並びに附則第１２条の４第４項及び第１３条

の２第３項の改正規定並びに次条第１項並びに附則第３条第２項及び第３項

の規定 令和６年１月１日 

(3) 第３７条の３の２の改正規定及び次条第２項の規定 令和７年１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の常総市税条例の規定中個人の市

民税に関する部分は，令和６年度分以後の年度分の個人の市民税について適用

し，令和５年度分までの個人の市民税については，なお従前の例による。 

２ この条例による改正後の常総市税条例（以下「新条例」という。）第３７条

の３の２第２項の規定は，令和７年１月１日以後に支払を受けるべき常総市税

条例第３７条の３の２第１項に規定する給与（以下この項において「給与」と

いう。）について提出する同条第１項の規定による申告書について適用し，同

日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書につい

ては，なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例第８３条第１号エの規定は，令和６年度以後の年度分の軽自動車

税の種別割について適用し，令和５年度分までの軽自動車税の種別割について

は，なお従前の例による。 

２ 新条例附則第１３条の２第３項の規定は，令和６年度以後の年度分の軽自動

車税の種別割について適用し，令和５年度分までの軽自動車税の種別割につい

ては，なお従前の例による。 

３ 新条例附則第１２条の４第４項の規定は，附則第１条第２号に掲げる規定の

施行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の

環境性能割について適用し，同日前に取得された３輪以上の軽自動車に対して

課する軽自動車税の環境性能割については，なお従前の例による。 
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議案第５号 

 

常総市手数料条例の一部を改正する条例について 

 

常総市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定めたいので，地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を

求める。 

 

令和５年６月１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，個人番号カードを利用して多機能端末機で戸籍の謄本又は抄本を交付

する場合における証明書交付手数料の額を定めるため，これを提出する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市手数料条例の一部を改正する条例 

 

常総市手数料条例（平成１２年水海道市条例第２１号）の一部を次のように改

正する。 

別表戸籍の謄本又は抄本の項中「４５０円」の次に「（多機能端末機により交

付する場合にあっては，３５０円）」を加える。 

附 則 

この条例は，令和６年１月１日から施行する。 
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議案第６号 

 

常総市きぬの里地域促進バスの運行に関する条例について 

 

常総市きぬの里地域促進バスの運行に関する条例を次のように定めたいので，

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会

の議決を求める。 

 

令和５年６月１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，常総市きぬの里地域促進バス利用者負担金徴収条例の全部を改正し，

きぬの里地域促進バスの利用者負担金を無料にするとともに，きぬの里地域促進

バスの運行の目的等を明確化するため，これを提出する。 
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常総市条例第  号 

 

常総市きぬの里地域促進バスの運行に関する条例 

 

常総市きぬの里地域促進バス利用者負担金徴収条例（平成１３年水海道市条例

第１１号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この条例は，内守谷町きぬの里及びその周辺地区から常総市立絹西小学

校に通学する児童を対象として常総市きぬの里地域促進バス（以下「地域促進

バス」という。）を運行することにより内守谷町きぬの里の良好な市街地形成

による都市機能の向上及び当該地域の活性化を図ることを目的とする。 

（運行の委託） 

第２条 市長は，地域促進バスの運行を道路運送法（昭和２６年法律第１８３

号）第３条に規定する旅客自動車運送事業の許可を受けている者に委託するこ

とができる。 

（利用の申込み） 

第３条 地域促進バスを利用しようとする児童の保護者は，規則で定めるところ

により市長に申し込まなければならない。 

（料金） 

第４条 地域促進バスの利用に係る料金は，無料とする。 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか必要な事項は，規則で定める。 

附 則 

この条例は，令和５年９月１日から施行する。 


